
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
『
東
京
市
史
稿
』
皇
城
篇

第
一
が
刊
行
さ
れ
て
以
来
百
十
年
目
と
な
る
令
和
三
年
（
二
〇

二
一
）
三
月
、
産
業
篇
第
六
十
一
を
も
っ
て
、『
東
京
市
史
稿
』

が
終
刊
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
従
い
こ
の
解
読
の
手
引
き
も

今
回
が
最
後
と
な
り
ま
す
。

本
稿
で
は
、
『
東
京
市
史
稿
』
を
中
心
と
し
た
史
料
編
纂
事

業
の
推
移
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
今
日
の
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
礎
を
形
成
し
て
き
た
経
緯
を
ご
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。

ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
は
失
敗
だ
っ
た

先
駆
的
に
始
ま
り
一
世
紀
を
超
え
て
刊
行
さ
れ
て
き
た
『
東

京
市
史
稿
』
シ
リ
ー
ズ
で
す
が
、
意
外
な
こ
と
に
そ
の
出
足
は

順
調
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
十
月
、
東
京
市
参
事
会
（
市

の
執
行
機
関
）
に
参
事
会
員
中
鉢
美
明
に
よ
る
建
議
「
東
京
市

政
ニ
関
ス
ル
沿
革
ヲ
調
査
編
纂
ス
ル
ノ
議
」
が
提
出
、
採
択
さ

れ
、
市
史
編
纂
事
業
が
始
動
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
歴
史
に
照

ら
し
て
地
方
行
政
の
刷
新
を
め
ざ
す
と
い
う
崇
高
な
理
念
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
編
纂
委
員
は
市
の
職
員
か
ら
学
識
あ
る
も
の
を

選
抜
し
て
主
任
と
し
、
他
は
助
手
と
し
て
、
「
公
務
ノ
余
暇
之

ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
」
と
い
う
不
十
分
な
人
事
体
制
の
も
と
、
な
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か
な
か
史
料
集
刊
行
の
目
途
は
た
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
建
議
か

ら
足
か
け
五
年
が
経
過
し
た
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
九

月
、
時
の
市
長
尾
崎
行
雄
は
、
当
時
『
国
民
新
聞
』
『
国
民
之

友
』
『
家
庭
雑
誌
』
の
編
集
に
従
事
し
つ
つ
、
自
ら
史
論
、
新

体
詩
、
随
筆
な
ど
を
精
力
的
に
発
表
し
て
い
た
気
鋭
の
歴
史
家
、

塚
越
芳
太
郎
に
白
羽
の
矢
を
立
て
、
編
纂
主
任
に
迎
え
ま
し
た
。

塚
越
は
早
速
壮
大
な
刊
行
計
画
を
立
案
、
最
終
的
に
「
東
京

市
概
説
」
、
つ
ま
り
通
史
を
書
く
た
め
、
ま
ず
は
産
業
史
・
交

通
史
・
衛
生
史
と
い
っ
た
十
三
分
野
に
わ
た
る
史
料
集
と
年
表

を
刊
行
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
い
わ
ば
最
終
的
な
通
史
「
東

京
市
史
」
の
た
め
の
下
書
き
、
稿
本
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
こ

の
史
料
集
は
『
東
京
市
史
稿
』
と
名
付
け
ら
れ
、
基
礎
史
料
集

と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。
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史
料
の
収
集
と
写
本
の
作
成

明
治
末
年
、
皇
城
篇
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
『
東
京
市
史
稿
』

は
、
続
い
て
御
墓
地
篇
・
変
災
篇
・
市
街
篇
・
上
水
篇
・
救
済

篇
・
港
湾
篇
・
遊
園
篇
・
宗
教
篇
・
産
業
篇
・
橋
梁
篇
を
編
纂

し
、
太
平
洋
戦
争
下
に
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
ま
で
に
七
十

五
冊
を
刊
行
し
ま
し
た
。
こ
の
精
力
的
な
編
纂
刊
行
の
過
程
は

同
時
に
、
積
極
的
な
史
料
調
査
を
行
い
、
写
本
の
作
成
、
貴
重

史
料
の
収
集
や
購
入
に
よ
り
所
蔵
史
料
を
充
実
さ
せ
て
い
く
過

程
で
も
あ
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
幕
末
期
江
戸
の
世
相
を
詳
細
に
照
ら
し
出
す
稀

有
な
史
料
と
し
て
知
ら
れ
る
『
藤
岡
屋
日
記
』
は
、
大
正
十
一

年
（
一
九
二
二
）
に
一
五
五
冊
の
筆
写
を
完
了
し
、
東
京
帝
国

大
学
図
書
館
に
返
却
し
ま
し
た
が
、
そ
の
翌
年
関
東
大
震
災
で

原
本
は
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
市
史
編
纂
の
た
め
の
写
本

が
唯
一
無
二
の
史
料
情
報
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
ま
た

江
戸
町
触
を
長
期
に
わ
た
っ
て
収
載
し
た
「
撰
要
永
久
録
」
等

を
含
む
町
名
主
高
野
家
文
書
は
、
昭
和
初
年
に
東
京
市
史
編
纂

委
員
会
が
高
野
家
当
主
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
し
た
。
も
し
、

こ
れ
ら
が
戦
災
で
失
わ
れ
て
い
た
ら
江
戸
に
発
布
さ
れ
た
町
触

の
一
部
が
欠
落
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
貴
重
な
史
料
は
現
在
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
資
料

の
内
「
江
戸
明
治
期
史
料
」
に
収
め
ら
れ
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

先
駆
的
な
史
料
編
纂
事
業
は
史
料
保
存
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
形

成
に
も
寄
与
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戦
火
か
ら
史
料
を
守
る

太
平
洋
戦
争
の
影
響
で
、
東
京
市
史
稿
の
刊
行
は
昭
和
十
八

年
（
一
九
四
三
）
三
月
発
行
の
市
街
篇
第
四
を
も
っ
て
中
断
さ

れ
ま
す
。
こ
の
年
七
月
一
日
、
首
都
防
衛
と
府
・
市
の
二
重
的

行
政
を
解
消
す
る
た
め
東
京
都
制
が
施
行
さ
れ
、
東
京
府
・
東

京
市
は
廃
止
、
新
た
に
両
者
を
統
合
し
て
東
京
都
が
成
立
し
ま

し
た
。
東
京
府
・
東
京
市
の
記
録
資
料
も
東
京
都
に
引
き
継
が

れ
ま
し
た
。

こ
の
戦
中
・
戦
後
の
苦
難
の
時
期
、
東
京
市
史
編
纂
室
の
ス

タ
ッ
フ
は
、
歴
史
的
資
料
の
散
逸
を
最
低
限
に
食
い
止
め
、
の

ち
の
公
文
書
館
設
立
に
つ
な
げ
る
貴
重
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
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に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
十
二
月
、
東
京
都
に
よ
る
「
文

書
疎
開
計
画
」
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
京
府
・

東
京
市
か
ら
引
き
継
が
れ
た
約
十
六
万
冊
の
公
文
書
の
内
六
万

二
千
冊
は
事
前
廃
棄
ま
た
は
移
管
と
さ
れ
ま
し
た
。
市
史
編
纂

ス
タ
ッ
フ
は
都
庁
成
立
後
、
長
官
官
房
文
書
課
庶
務
係
に
属
し

て
都
立
京
橋
図
書
館
内
の
文
書
課
京
橋
分
室
で
勤
務
し
て
い
ま

し
た
が
、
廃
棄
予
定
文
書
の
中
か
ら
明
治
初
年
以
来
の
貴
重
な

文
書
群
を
歴
史
資
料
と
し
て
引
き
取
り
、
埼
玉
県
騎
西
町
（
現

加
須
市
）
の
農
家
の
蔵
を
借
り
上
げ
て
独
自
の
文
書
疎
開
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
今
日
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
「
東
京
府
・
東
京
市
行
政
文
書
」
の
中
核
と
な
る

文
書
群
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
東
京
市
史
編
纂
の
た
め
に

収
集
さ
れ
た
古
文
書
や
写
本
は
、
こ
れ
に
先
立
ち
昭
和
十
八
年

中
に
駒
込
六
義
園
内
の
土
蔵
へ
と
疎
開
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
も

散
逸
・
焼
失
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

都
政
史
料
館
か
ら
東
京
都
公
文
書
館
へ

戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
よ
り
各
官
庁
に
文
書
の
「
中
央
保

存
所
」
設
置
が
指
示
さ
れ
、
東
京
都
は
文
書
課
四
谷
分
室
（
現

在
の
新
宿
区
若
葉
町
三
丁
目
）
を
こ
れ
に
当
て
ま
し
た
。
こ
こ

に
は
東
京
都
の
正
規
の
文
書
疎
開
に
よ
り
二
万
三
千
冊
の
東
京

府
・
東
京
市
文
書
が
疎
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
騎
西
町

や
六
義
園
か
ら
の
公
文
書
・
古
文
書
等
焼
失
を
免
れ
た
記
録
資

料
が
す
べ
て
復
帰
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
、

府
・
市
文
書
の
管
轄
は
、
本
来
は
文
書
課
文
書
係
が
担
う
べ
き

も
の
で
し
た
が
、
戦
争
も
末
期
に
近
づ
く
と
文
書
保
存
担
当
の

多
く
の
職
員
が
応
召
ま
た
は
徴
用
に
よ
っ
て
職
場
を
離
れ
、
市

史
編
纂
室
の
職
員
が
実
質
的
に
代
行
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。

こ
れ
が
戦
後
も
継
続
さ
れ
、
四
谷
分
室
へ
の
文
書
復
帰
と
そ

の
後
の
文
書
整
理
・
保
存
管
理
も
も
っ
ぱ
ら
市
史
編
纂
室
の
ス

タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
戦

時
の
異
例
の
勤
務
体
制
」
が
、
実
は
今
日
の
東
京
都
公
文
書
館

の
基
礎
を
築
く
こ
と
と
な
る
の
で
す
。
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疎
開
先
か
ら
の
文
書
復
帰
を
終
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
整
理
、

目
録
の
作
成
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
新
た
に
管
掌
す
る
こ
と
と
な
っ

た
貴
重
な
明
治
期
東
京
府
・
市
文
書
の
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
、
戦
中
・
戦
後
の
こ
う
し
た

地
道
な
努
力
が
実
を
結
び
、
『
東
京
市
史
稿
』
の
刊
行
再
開
が

実
現
、
こ
れ
を
契
機
に
文
書
課
四
谷
分
室
を
都
政
史
料
館
と
改

め
、
史
料
保
存
と
編
纂
事
業
の
礎
と
な
る
場
が
設
置
さ
れ
た
の

で
す
。
都
政
史
料
館
で
は
従
来
の
『
東
京
市
史
稿
』
を
市
街

篇
・
産
業
篇
に
統
合
す
る
形
で
編
纂
刊
行
が
行
わ
れ
て
い
き
ま

し
た
。

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
十
月
一
日
、
港
区
海
岸
一
丁

目
に
東
京
都
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
都
政
史
料
館
の

機
能
と
、
総
務
局
総
務
部
文
書
課
の
一
部
機
能
を
統
合
す
る
形

で
実
現
し
た
も
の
で
す
。
文
書
課
の
一
部
機
能
と
は
、
永
久
保

存
文
書
の
引
継
ぎ
保
管
に
他
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
よ
り

先
に
、
各
局
に
分
散
さ
れ
て
い
た
永
久
保
存
文
書
を
文
書
課
の

も
と
に
集
め
る
、
集
中
管
理
体
制
が
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、

5
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有
楽
町
庁
舎
に
は
十
分
な
書
庫
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
ず
、
結

局
各
局
に
滞
留
す
る
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
態
の

解
消
策
と
し
て
、
公
文
書
館
の
建
設
が
急
が
れ
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
明
治
末
年
以
来
継
続
し
て
き
た
史
料
編
纂
事
業
と

そ
の
過
程
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
史
料
を
継
承
し
つ
つ
、

都
文
書
の
引
継
ぎ
・
保
存
に
当
た
る
公
文
書
館
が
成
立
し
ま
し

た
。
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
山
口
県
・
京
都
府
に
次
い
で
三
番

目
の
先
駆
的
施
設
で
し
た
。

こ
れ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
東
京
都
公
文
書

館
所
蔵
史
料
の
内
、
江
戸
明
治
期
史
料
及
び
東
京
府
・
東
京
市

行
政
文
書
を
形
成
し
守
り
抜
い
て
き
た
の
は
、
先
駆
的
に
開
始

さ
れ
て
い
た
東
京
市
史
編
纂
事
業
そ
の
も
の
で
し
た
。

『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
の
史
料
調
査

『
東
京
市
史
稿
』
産
業
篇
の
編
纂
刊
行
に
従
事
し
て
き
て
、

つ
く
ず
く
手
間
暇
の
か
か
る
史
料
集
で
あ
っ
た
と
思
い
返
さ
れ

ま
す
。
た
と
え
ば
、
当
館
所
蔵
史
料
を
復
刻
刊
行
す
る
だ
け
で

あ
れ
ば
、
そ
の
史
料
を
翻
刻
し
、
読
み
込
み
、
解
題
を
執
筆
し

て
、
あ
と
は
校
正
に
万
全
を
期
す
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
『
東
京
市
史
稿
』
の
場
合
、
実
際
に
掲
載
す
る
史

料
の
何
十
倍
も
の
史
料
を
め
く
り
、
掲
載
す
る
、
し
な
い
を
判

断
し
て
い
く
と
い
う
膨
大
な
作
業
が
ま
ず
前
提
に
存
在
し
ま
し

た
。
町
奉
行
所
引
継
史
料
で
あ
る
旧
幕
引
継
書
、
何
種
類
か
存

在
す
る
町
触
の
記
録
、
三
井
文
庫
を
は
じ
め
と
す
る
商
家
や
問

屋
の
記
録
、
各
藩
江
戸
藩
邸
の
日
記
類
、
こ
れ
ら
を
め
く
っ
て

採
録
候
補
史
料
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
そ
こ
か
ら
取
捨
選
択
し

て
残
っ
た
も
の
が
掲
載
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
見
無
駄
と
も
思
え
る
広
範
な
史
料
調

査
の
蓄
積
が
、
展
示
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
コ
ン
テ
ン
ツ
の
執
筆
、

講
座
の
開
催
な
ど
、
東
京
都
公
文
書
館
の
普
及
事
業
や
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
業
務
に
活
か
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

公
文
書
館
の
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
に
向
け
て

東
京
都
公
文
書
館
は
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
か
ら
作
成

後
三
十
年
を
経
過
し
た
都
文
書
の
公
開
を
開
始
、
普
及
事
業
の

展
開
、
情
報
検
索
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
機
能
ア
ッ
プ
を
果
た
し
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つ
つ
、
『
東
京
市
史
稿
』
及
び
『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
を
発

展
的
に
継
承
し
た
『
都
史
資
料
集
成
』
等
の
編
集
刊
行
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
施
設
の
老
朽
化
、
書
庫
の
狭
隘
化
に
直
面
し
、
機

能
ア
ッ
プ
を
図
り
つ
つ
移
転
先
を
模
索
す
る
期
間
が
長
く
続
き

ま
し
た
。
平
成
二
十
四
年
度
に
は
旧
都
立
玉
川
高
校
校
舎
へ
仮

移
転
を
し
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）

三
月
、
「
東
京
都
公
文
書
館
改
築
基
本
計
画
」
を
策
定
、
令
和

二
年
（
二
〇
二
〇
）
四
月
一
日
、
国
分
寺
市
泉
町
に
建
設
さ
れ

た
新
館
へ
と
移
転
オ
ー
プ
ン
を
果
た
し
ま
し
た
。
開
館
と
同
時

に
東
京
都
公
文
書
館
条
例
が
施
行
さ
れ
、
都
民
利
用
施
設
と
し

て
こ
れ
ま
で
よ
り
い
っ
そ
う
の
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
と
情
報
発
信

の
強
化
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
館
の
事

業
と
し
て
「
東
京
都
に
関
す
る
修
史
事
業
を
行
う
こ
と
」
が
明

記
さ
れ
、
一
世
紀
を
超
え
る
歴
史
を
有
す
る
史
料
編
纂
事
業
は

新
し
い
公
文
書
館
で
も
い
っ
そ
う
の
発
展
を
目
指
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
『
東
京
市
史
稿
』
は
産
業
篇
第
六
十
一
の
刊
行
を

も
っ
て
終
結
し
ま
す
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
こ
の
史
料
集
の

対
象
と
す
る
範
囲
が
、
編
纂
事
業
開
始
時
の
東
京
市
、
す
な
わ

ち
江
戸
時
代
以
来
の
市
街
地
に
限
ら
れ
て
お
り
、
周
辺
農
村
部

や
多
摩
地
域
、
島
し
ょ
地
域
が
十
分
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
と

い
う
問
題
に
あ
り
ま
す
。
今
後
、
東
京
都
域
を
広
く
対
象
に
組

み
込
め
る
新
た
な
史
料
集
の
刊
行
を
め
ざ
し
て
計
画
化
し
て
ま

い
り
ま
す
。
刊
行
継
続
中
の
『
都
史
資
料
集
成
』
と
合
わ
せ
て
、

引
き
続
き
の
ご
利
用
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
参
考
文
献
）

『
都
史
紀
要
二
十
七

東
京
都
の
修
史
事
業
』
（
一
九
八
〇
年
、
東
京
都
）
、

『
都
史
紀
要
三
十
八

東
京
の
歴
史
を
つ
む
ぐ

－

草
創
期
の
東
京
市
史
編
さ

ん
事
業
』（
二
〇
〇
一
年
、
東
京
都
）

白
石
弘
之
「
書
庫
の
不
思
議

－

太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
東
京
府
・
市
文
書

の
疎
開
に
つ
い
て
」
（
『
東
京
都
公
文
書
館
研
究
紀
要
』
第
三
号
、
二
〇
一
一

年
）
、
同
「
東
京
都
公
文
書
館
の
歴
史

－

文
書
疎
開
か
ら
三
〇
年
公
開
ま
で
」

（
『
東
京
都
公
文
書
館
調
査
研
究
年
報
〈
Ｗ

Ｅ
Ｂ

版
〉
』
第
一
号
、
二
〇
一

五

年
）
、

西
木

浩
一
「
地
域
史
研
究
を

支
え
る

自
治

体
史
編
纂
の

課
題

：

東
京

府
・
東
京
市
・
東
京
都
の
取
り
組
み
か
ら
考
え
る
」
（
『
関
東

近
世
史
研
究
』

八
一
号
、
二
〇
一
八
年
）

（
史
料
編
さ
ん
担
当

西
木

浩
一
）
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《
文
久
三
年
＝
一
八
六
三
年
》

江
戸
城
西
丸
御
殿
炎
上

六
月
三
日
今
日
未
明
、
芝
永
井
町
代
地
か
ら
出
火
、
火
は
明

け
方
に
一
度
は
鎮
火
し
た
も
の
の
、
再
び
飯
倉
四
ツ

�油
屋
店

か
ら
出
火
し
、
午
前
十
時
頃
江
戸
城
西
丸
御
殿
に
飛
び
火
し
た
。

す
ぐ
さ
ま
消
火
活
動
が
始
め
ら
れ
た
が
、
火
は
瞬
く
間
に
燃
え

広
が
り
玄
関
や
大
広
間
な
ど
表
向
の
建
物
を
焼
き
尽
く
し
た
。

折
し
も
、
上
様
は
上
洛
中
、
和
宮
様
と
天
璋
院
様
は
吹
上
の

高
台
に
避
難
さ
れ
て
無
事
で
あ
っ
た
。
和
宮
様
か
ら
の
命
に
よ

り
、
定
火
消
米
津
小
太
夫
と
町
火
消
数
組
が
、
ま
だ
火
の
手
が

廻
っ
て
い
な
か
っ
た
大
奥
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
、
何
者
か
が
「
御

鈴
廊
下
を
壊
せ
～
ぇ
！
」
と
叫
ぶ
声
が
響
い
た
と
言
う
。
町
人

足
が
数
人
掛
り
で
廊
下
を
打
ち
壊
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
さ
す

が
鉄
壁
の
廊
下
は
簡
単
に
は
壊
れ
ず
断
念
し
た
模
様
だ
。

幕
府
役
人
・
定
火
消
・
町
火
消
・
町
人
足
ら
に
よ
る
懸
命
の

消
火
活
動
に
よ
り
、
中
奥
・
大
奥
向
は
大
事
な
く
、
火
は
間
も

な
く
鎮
火
し
た
。

↓皇
城
篇
３

－

1343頁
、
市
街
篇

47－

11頁
。

糸
問
屋
が
脅
迫
へ
の
対
応
を
幕
府
に
歎
願

九
月
糸
問
屋
を
糾
弾
す
る
脅
迫
状
が
度
々
張
り
出
さ
れ
る
中
、

糸
問
屋
行
事
代
理
の
者
が
、
自
分
た
ち
へ
の
嫌
疑
を
晴
ら
す
よ

う
幕
府
に
歎
願
書
を
提
出
し
た
。
去
る
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）

の
五
品
江
戸
廻
送
令
以
来
、
生
糸
の
流
通
を
調
整
し
、
国
内
流

通
分
を
確
保
し
た
上
で
横
浜
へ
の
貿
易
用
荷
物
を
移
送
す
る
役

割
が
糸
問
屋
仲
間
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
生
糸
買
い
上

げ
を
強
く
望
む
外
国
人
商
人
、
直
接
横
浜
へ
糸
荷
物
を
送
り
た

い
商
人
ら
と
の
関
係
は
緊
張
を
生
み
出
し
て
き
た
。
今
年
に
入

る
と
新
蚕
が
不
作
と
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
品
不
足
が
予
測
さ
れ

る
中
、
六
月
に
は
貿
易
に
回
す
分
の
抑
制
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
横

浜
商
人
ら
の
中
に
は
糸
問
屋
へ
の

批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
。
そ

ん
な
中
、
今
月
十
五
日
に
は
、

本
町
一

丁
目
の
自

身
番
屋
に
脅
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迫
状
が
張
り
出
さ
れ
、
私
欲
を
募
り
皇
国
を
疲
弊
さ
せ
る
奸
商

を
焼
き
立
て
る
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
も
治
安
対
策
に

注
意
を
払
い
つ
つ
、
流
通
統
制
策
の
見
直
し
を
図
る
と
い
う
難

し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

↓産
業
篇

61－

91頁

《
文
久
四
年
・
元
治
元
年
＝
一
八
六
四
年
》

将
軍
上
洛
中
の
芝
居
興
行
は
禁
止

正
月
三
日
・
九
日
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
中
は
、
寄
席
の
興

行
や
人
を
集
め
る
行
為
は
禁
止
と
す
る
通
達
が
出
さ
れ
た
。
薬

湯
に
つ
い
て
も
夕
七
ツ
時
以
降
の
営
業
は
禁
止
と
な
っ
た
。

家
茂
は
昨
年
十
二
月
二
十
七
日
上
洛
の
途
に
つ
い
た
。
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
三
月
の
上
洛
か
ら
続
け
ざ
ま
で
江
戸
を
留

守
に
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
今
月
に
入
り
町
奉
行
が

老
中
に
、
上
洛
中
の
芝
居
興
行
に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い
た
。

日
光
社
参
等
と
は
異
な
り
、
今
回
の
上
洛
は
い
つ
ま
で
続
く
か

わ
か
ら
ず
長
期
間
に
及
ぶ
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
芝

居
興
行
に
関
わ
る
人
々
の
生
計
が

�迫
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
日
の
通
達
は
、
そ
の
回
答
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
。
結
局

家
茂
が
江
戸
に
戻
る
の
は
、
五
月
二
十
日
と
な
っ
た
か
ら
庶
民

に
と
っ
て
は
厳
し
い
措
置
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

↓産
業
篇

60－

808頁
、
産
業
篇

61－

169頁
、
産
業
篇

61－

170頁
。

農
家
の
悲
鳴
！
下
肥
値
段
一
割
引
き
下
げ
決
定

二
月
十
日
武
蔵
・
下
総
国
八
十
ケ
村
が
願
い
出
て
い
た
御
府

内
の
下
肥
値
段
の
引
き
下
げ
に
つ
い
て
、
一
割
の
引
き
下
げ
が

決
定
し
た
。
寛
政
・
天
保
度
に
も
触
れ
出
さ
れ
た
下
肥
値
段
引

き
下
げ
と
同
等
の
引
き
下
げ
率
と
な
っ
た
。

下
肥
は
町
々
の
家
主
と
下
掃
除
人
が
相
対
で
値
段
を
決
め
て

い
る
た
め
、
個
々
に
値
段
を
競
り
上
げ
る
者
が
後
を
絶
た
ず
、

そ
れ
を
運
ぶ
船
に
お
い
て
も
途
中
の
川
筋
で
隠
し
売
り
を
す
る

船
頭
が
い
る
た
め
高
値
の
上
品
薄
と
な
っ
て
い
る
。
村
々
で
は

嵩
増
し
の
た
め
水
を
交
ぜ
て
使
う
者
も
い
る
が
、
栄
養
不
足
で

野
菜
の
生
育
も
悪
く
品
薄
と
な
り
、
結
果
野
菜
値
段
も
上
昇
と
、

悪
循
環
が
続
い
て
い
た
。

価
格
の
競
り
上
げ
と
は
別
に
、
前
年
の
幕
府
令
に
従
い
参
勤
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交
代
が
緩
和
さ
れ
、
江
戸
屋
敷
詰
武
士
の
規
模
が
縮
小
、
武
家

全
体
の
人
数
が
減
少
し
、
比
例
し
て
下
肥
も
減
少
、
そ
れ
ら
を

補
う
た
め
の
干
鰯
や
〆
粕
等
の
肥
料
の
需
要
が
増
し
、
そ
ち
ら

も
高
値
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。

ち
な
み
に
町
名
主
か
ら
提
出
さ
れ
た
前
年
の
下
掃
除
代
金
の

総
額
は
四
万
九
千
五
百
三
両
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
こ
こ
か

ら
一
割
引
き
下
げ
て
四
万
四
千
五
百
五
十
二
両
二
分
銀
十
二
匁

と
な
る
模
様
だ
。

↓産
業
篇

61－

183頁
。

長
州
藩
江
戸
屋
敷
の
取
り
壊
し
に
鳶
人
足
を
動
員

八
月
八
日
七
月
十
九
日
、
京
都
政
局
で
の
勢
力
挽
回
を
期
し

て
上
洛
し
た
長
州
藩
と
、
京
都
市
中
お
よ
び
御
所
を
警
備
す
る

�摩
・
会
津
・
桑
名
ほ
か
諸
藩
と
の
間
で
、
戦
い
の
火
蓋
が
切

ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
禁
門
の
変
」
で
あ
る
。

一
日
で
勝
負
は
決
し
た
が
、
戦
火
に
よ
っ
て
京
都
の
町
は
大

き
な
損
害
を
被
っ
た
。
こ
の
暴
挙
に
対
し
幕
府
は
、
長
州
藩
に

く
み
し
た
公

�ら
を
処
罰
し
、
二
十
三
日
に
は
同
藩
追
討
の
命

令
を
下
し
た
。
ま
た
、
同
藩
の
江
戸
屋
敷
も
没
収
と
な
り
、
二

十
六
日
に
は
麻
布
竜
土
町
の
上
屋
敷
に
お
い
て
、
居
住
者
の
立

ち
退
き
、
武
器
類
の
没
収
な
ど
、
引
き
渡
し
が
実
施
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
広
大
な
屋
敷
の
取
り
壊
し
役
と
し
て
、
江
戸
市
中

の
鳶
人
足
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
。
九
日
・
十
日
の
両
日
、
麻

布
竜
土
町
の
屋
敷
に
五
千
人
、
外
桜
田
御
門
外
の
屋
敷
に
二
千

人
、
合
計
七
千
人
に
の
ぼ
る
鳶
人
足
の
徴
発
が
町
中
に
命
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
九
日
に
は
鳶
の
者
が
誰
も
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、

翌
日
は
き
ち
ん
と
参
上
す
る
よ
う
、
改
め
て
指
示
が
出
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

↓産
業
篇

61－

347頁
。

潜
伏
す
る
反
幕
府
過
激
派
を
あ
ぶ
り
出
せ
！

十
一
月
五
日
町
方
住
居
の
武
家
や
人
宿
、
そ
の
他
の
元
に
見

知
ら
ぬ
者
が
同
居
し
て
い
た
り
、
度
々
出
入
り
す
る
者
が
い
た

ら
報
告
す
る
よ
う
通
達
が
出
さ
れ
た
。
先
月
二
十
九
日
に
は
、

浮
浪
者
が
在
方
か
ら
市
中
へ
流
れ
潜
伏
し
て
い
る
と
し
て
厳
重

な
取
締
を
命
じ
、
治
安
問
題
案
件
に
頭
を
抱
え
て
い
た
。

今
日
出
さ
れ
た
通
達
に
は
、
具
体
的
な
場
所
が
列
挙
さ
れ
て
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い
る
。
旅
人
宿
・
百
姓
宿
・
船
宿
・
手
間
宿
と
い
っ
た
宿
泊
施

設
、
奉
公
人
口
入
宿
・

�番
請
負
人
な
ど
の
職
業
紹
介
斡
旋
場
、

乞
胸
や
願
人
ら
勧
進
を
行
う
芸
能
者
・
宗
教
者
の
類
、
手
習
師

匠
・
医
師
と
し
て
市
中
に
溶
け
込
む
者
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
だ
。

尊
王
攘
夷
運
動
は
加
熱
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
高
ま
る

幕
府
批
判
を
押
さ
え
込
む
た
め
尊
攘
派
の
弾
圧
に
踏
み
切
る
が
、

七
月
に
は
禁
門
の
変
が
勃
発
、
こ
れ
に
対
し
同
月
に
長
州
征
討

が
命
じ
ら
れ
る
な
ど
依
然
緊
張
が
続
く
情
勢
下
、
幕
府
は
潜
伏

す
る
反
幕
府
過
激
派
の
あ
ぶ
り
出
し
に
躍
起
と
な
り
、
町
奉
行

ら
の
危
機
感
も
高
ま
っ
て
い
る
。

↓産
業
篇

61
│
384頁

、
産
業

篇

61－

385頁
。

伝
馬
御
用

�迫
、
五
年
間
惣
町
で
の
助
成
金
割
り
当
て

十
二
月
江
戸
の
伝
馬
役
を
担
う
大
伝
馬
町
・
南
伝
馬
町
か
ら

出
さ
れ
て
い
た
助
成
願
に
つ
い
て
、
御
府
内
全
て
の
町
々
が
小

間
割
で
年
間
千
六
百
五
十
両
を
上
納
す
る
よ
う
通
達
が
出
さ
れ

た
。
こ
れ
は
今
年
か
ら
五
年
間
続
け
ら
れ
る
。

伝
馬
御
用
は
国
役
の
た
め
、
両
伝
馬
町
に
は
一
年
当
た
り
扶

持
米
十
二
石
、
御
蔵
金
四
百
両
ず
つ
が
下
げ
渡
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
四
谷
・
赤
坂
伝
馬
町
も
年
間
三
百
両
ず
つ
負
担
し
て
き
た
。

し
か
し
昨
今
の
御
用
繁
多
に
よ
り
両
伝
馬
町
の
地
主
負
担
が
激

増
し
、
文
化
度
に
比
較
し
て
三
ケ
年
平
均
で
二
千
五
百
九
十
両

余
も
出
費
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
。
費
用
負
担
が
重
く
勤
続

が
困
難
で
あ
っ
て
も
国
役
の
た
め
途
絶
え
さ
せ
る
事
は
で
き
ず
、

こ
れ
ら
の
費
用
を
一
部
で
も
御
府
内
全
域
で
負
担
し
て
ほ
し
い

と
、
両
町
名
主
三
名
が
先
に
町
奉
行
所
へ
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
伝
馬
利
用
は
将
軍
の
朱
印
状
と
老
中
発
行
の
証
文

で
は
無
賃
で
あ
り
、
有
償
で
あ
っ
て
も
御
定
賃
銭
は
値
上
げ
が

制
限
さ
れ
て
い
る
。
今
回
御
用
筋
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
無

賃
ま
た
は
御
定
賃
銭
で
の
人
馬
差
し
出
し
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
か
ら
、

�迫
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

↓産
業
篇

61－

413頁
。

《
慶
応
元
年
＝
一
八
六
五
年
》

食
用
牛
を
助
け
ろ

?!牛
持
等
「
牛
売
捌
改
所
」
設
置
を
願
う

十
一
月
十
日

芝
車
町
の
牛
持
等
が
横
浜
に
「
牛
売
捌
改
所
」

の
設
置
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
全
国
か
ら
連
れ
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て
こ
ら
れ
る
牛
を
選
別
す
る
た
め
だ
と
い
う
。

そ
の
理
由
が
、
な
ん
と
多
く
の
牛
が
食
用
に
さ
れ
て
い
る
か

ら
だ
と
い
う
。
古
来
我
が
国
で
は
牛
馬
等
は
食
用
と
す
る
こ
と

を
禁
じ
て
き
た
が
、
横
浜
が
開
港
さ
れ
て
以
来
、
居
留
す
る
外

国
人
が
大
量
に
食
肉
用
と
し
て
消
費
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の

数
一
年
当
た
り
凡
そ
一
万
四
、
五
千
疋
に
も
上
る
と
い
う
。
も

と
も
と
は
雌
牛
を
好
ん
で
食
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
消
費
が
増

大
し
て
今
で
は
雌
雄
関
係
な
く
食
用
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。

高
値
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
か
ら
牛
飼
い
ら
も
横
浜
で
売
り
捌
く

こ
と
が
増
え
て
い
る
。
十
年
前
に
は
牛
一
疋
四
～
五
両
、
強
壮

の
牛
で
七
～
八
両
位
だ
っ
た
も
の
が
、
四
～
五
年
前
か
ら
一
疋

二
十
四
～
五
両
、
三
十
五
～
六
両
位
に
ま
で
価
格
が
跳
ね
上
が
っ

て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
豚
の
飼
育
が
あ
ち
こ
ち
で
始
ま
り
、

飼
料
も
高
騰
し
て
き
て
い
る
と
い
う
。

改
所
設
置
が
難
し
け
れ
ば
芝
車
町
（
高
輪
牛
町
）
の
牛
持
が

一
手
に
買
い
上
げ
、
農
業
や
牛
車
に
最
適
な
強
壮
の
牛
を
選
り

分
け
、
そ
れ
以
外
を
横
浜
で
売
り
捌
く
と
い
う
案
も
出
て
い
る

ら
し
い
。

↓産
業
篇

61－

558頁
。
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《
慶
応
二
年
＝
一
八
六
六
年
》

万
国
博
覧
会
出
展
の
浮
世
絵
製
作
に
助
成
を

五
月
十
五
日
町
奉
行
は
、
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
出
展
す
る
浮

世
絵
画
帖
の
製
作
発
注
に
あ
た
り
、
納
期
と
内
金
の
前
渡
し
に

つ
い
て
老
中
に
伺
い
出
た
。
見
積
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

絹
地
女
絵
（
五
十
枚
）
、
同
景
色
絵
（
五
十
枚
・
極
彩
色
・

絵
具
手
間
賃
飯
料
共
）
代
金
四
百
両
、
も
し
く
は
中
彩
色
に
し

て
代
金
三
百
両
。
日
数
五
十
日
。

浮
世
絵
製
作
は
手
間
暇
を
要
す
る
。
加
え
て
画
師
た
ち
は
身

薄
で
あ
り
絵
具
類
の
購
入
に
も
差
し
支
え
る
た
め
、
相
当
の
内

金
前
渡
し
は
必
要
不
可
欠
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
受
け
、
極
彩
色
の
作
品
に
対
し
前
渡
し
金
四
百
両
を

渡
す
方
針
で
許
可
が
下
り
た
。
浮
世
絵
画
帖
は
一
枚
毎
に
画
工

名
印
な
ど
を
認
め
、
人
物
お
よ
び
景
色
に
関
し
て
の
断
書
は
不

要
と
し
、
七
月
中

�に
仕
上
げ
る
よ
う
命
じ
た
。

来
年
四
月
一
日
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
る
パ
リ

万
博
に
は
、
四
十
二
ケ
国
の
参
加
が
決
定
し
て
い
る
。
日
本
に

と
っ
て
こ
れ
が
万
博
初
参
加
と
な
り
、
江
戸
幕
府
・

�摩
藩
・

肥
前
藩
が
そ
れ
ぞ
れ
出
展
す
る
。
こ
の
ほ
か
油
絵
、
青
銅
器
、

磁
器
、
銀
象
牙
細
工
の
小
道
具
、
江
戸
商
人
が
設
え
た
数
寄
屋

造
り
の
茶
屋
、
芸
者
に
よ
る
独
楽
回
し
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
。

我
が
国
の
世
界
デ
ビ
ュ
ー
戦
、
日
本
文
化
旋
風
を
巻
き
起
こ

せ
る
か
注
目
だ
。

↓産
業
篇

61
│
661頁

。

江
戸
市
中
、
貧
窮
人
ら
の
打
ち
壊
し
で
大
騒
動

五
月
二
十
八
日
・
九
月
十
九
日
五
月
と
九
月
の
二
度
に
わ
た

り
、
生
活
に

�迫
し
た
民
衆
に
よ
る
打
ち
壊
し
が
、
江
戸
市
中

の
各
地
で
勃
発
し
た
。

物
価
高
騰
に
よ
る
生
活
苦
の
元
凶
を
、
幕
府
の
長
州
征
討
と

外
国
交
易
に
あ
る
と
考
え
た
窮
民
は
、
米
穀
の
囲
い
込
み
や
高

利
貸
し
な
ど
不
誠
実
な
商
い
を
行
う
商
家
や
、
施
し
を
行
わ
な

い
富
裕
家
に
対
し
て
、
実
力
行
使
で
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
近
郊
の
宿
場
や
農
村
か
ら
広
が
っ
た
打
ち
壊
し
は
、
五

月
二
十
八
日
夜
の
東
海
道
品
川
宿
を
皮
切
り
に
、
瞬
く
間
に
江

戸
市
中
へ
と
拡
散
し
た
。
食
料
な
ど
日
用
品
の
ほ
か
、
特
に
新

和
泉
町
大
黒
屋
六
兵
衛
、
堀
留
町
丁
子
屋
吟
次
郎
と
い
っ
た
横
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浜
で
の
外
国
交
易
に
携
わ
る
商
家
が
襲
撃
さ
れ
て
い
る
。

一
時
は
鎮
静
化
し
て
い
た
打
ち
壊
し
だ
が
、
九
月
に
な
る
と

再
び
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。
九
月
十
二
日
、
本
所
深
川
辺
り

の
窮
民
が
本
所
法
恩
寺
に
集
結
し
、
町
名
お
よ
び
「
困
窮
人
」

と
記
し
た
紙
製
の
旗
を
立
て
て
、
近
隣
の
富
裕
家
へ
無
心
し
て

回
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

金
吹
町
（
中
央
区
日
本
橋
室
町
）
で
本
両
替
屋
を
営
む
播
磨

屋
中
井
新
右
門
は
強
い
危
機
感
を
感
じ
、
打
ち
壊
し
の
動
向
を

克
明
に
把
握
し
た
が
、
つ
い
に
十
九
日
朝
、
「
神
田
小
柳
町
」

の
旗
を
立
て
た
一
団
の
施
行
要
求
を
受
け
て
し
ま
う
。
一
方
で
、

日
本
橋
室
町
や
本
石
町
境
辺
り
ま
で
は
、
窮
民
が
ほ
ぼ
い
な
い

場
所
柄
ゆ
え
に
、
平
穏
で
あ
る
と
の
感
想
も
記
し
て
い
る
。

富
裕
な
商
家
が
少
な
い
山
の
手
や
本
郷
で
は
、
武
家
屋
敷
に

ま
で
合
力
に
及
ん
だ
と
い
う
。

ま
た
、
十
八
日
に
は
、
幕
府
の
御
蔵
前
（
上
野
黒
門
外
と
も
）

に
集
結
し
た
窮
民
の
前
へ
、
浅
草
見
物
に
訪
れ
た
外
国
人
女
性

が
馬
に
乗
っ
て
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
。
窮
民
の
怒
り
は
外
国

人
や
護
衛
の
役
人
へ
向
け
ら
れ
、
外
国
人
女
性
は
御
蔵
の
敷
地

内
へ
、
役
人
は
猿
屋
町
米
会
所
へ
逃
げ
込
む
と
い
う
始
末
。

結
局
、
十
九
日
に
佐
久
間
町
へ
御
救
小
屋
を
設
置
し
、
回
向

院
ほ
か
五
ケ
寺
で
も
炊
き
出
し
を
行
う
と
の
触
書
が
出
て
、
町

奉
行
直
々
に
群
集
を
説
諭
し
た
こ
と
で
、
二
十
日
以
降
は
平
穏

に
戻
っ
た
と
い
う
。

↓産
業
篇

61－

670頁
、
産
業
篇

61－

755頁
。

《
慶
応
三
年
＝
一
八
六
七
年
》

芝
居
・
料
理
茶
屋
を
外
国
人
に
開
放

五
月
十
二
日
町
奉
行
所
は
今
日
、
外
国
人
が
御
府
内
や
近
郊

に
出
か
け
た
際
、
芝
居
や
料
理
茶
屋
、
そ
の
ほ
か
大
勢
の
人
が

集
ま
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
を
通
達
し
た
。

そ
の
際
は
相
当
の
代
価
を
受
け
取
る
こ
と
と
し
、
飲
食
の
提
供

も
差
し
支
え
な
く
な
っ
た
。
実
は
先
行
し
て
大
坂
で
の
芝
居
・

料
理
茶
屋
立
入
制
限
が
解
除
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
で
も
足
並
み

を
�え

た
形
だ
。
も
っ
と
も
江
戸
の
治
安
を
預
か
る
町
奉
行
所

で
は
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
情
報
の
収
集
に
躍
起
と
な
っ

て
い
る
。
芝
居
・
料
理
茶
屋
に
対
し
て
、
訪
問
し
た
外
国
人
の

国
籍
、
人
数
、
提
供
し
た
飲
食
の
量
や
金
額
等
を
記
録
、
翌
朝
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廻
り
方
同
心
の
代
表
ま
で
報
告
さ
せ
る
模
様
だ
。
イ
ギ
リ
ス
な

ど
で
は
工
場
の
設
置
に
と
も
な
い
都
市
の
環
境
が
悪
化
、
郊
外

へ
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
が
ブ
ー
ム
と
い
う
。
来
日
外
国
人
の
中
に
も

そ
う
し
た
指
向
は
あ
り
、
ひ
そ
か
に
王
子
あ
た
り
が
人
気
と
い

う
。
今
回
の
飲
食
等
解
禁
に
よ
り
外
国
人
に
も
人
気
の
料
亭
が

出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

↓産
業
篇

61－

883頁
。

水
鳥
問
屋
に
よ
る
鷹
場
の
維
持
と
鳥
猟
の
管
理

七
月
鷹
場
の
差
し
止
め
に
伴
い
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

十
二
月
二
十
七
日
に
鳥
見
役
も
廃
止
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
水

鳥
問
屋
は
将
軍
の
鷹
狩
場
取
締
り
の
た
め
、
引
き
続
き
鳥
見
役

所
か
ら
鑑
札
を
渡
さ
れ
、
鳥
猟
稼
ぎ
を
行
う
こ
と
が
許
可
さ
れ

て
い
る
。

水
鳥
問
屋
は
、
雁
や
鴨
な
ど
の
水
辺
の
鳥
を
扱
う
問
屋
を
指

し
、
鳥
見
方
に
附
属
し
て
「
見
廻
改
方
」
を
勤
め
、
江
戸
城
中

で
消
費
す
る
鳥
類
を
上
納
す
る
「
御
膳
御
用
」
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
横
浜
開
港
に
よ
る
外
国
人
の
流
入
が

鳥
肉
需
要
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
盗
鳥
や
隠
売
買
の
増
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加
に
繋
が
り
、
経
営
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
鷹
場
差
し
止
め
に
よ
り
鳥
類
の
流
通
構
造
は
機
能

停
止
と
な
っ
た
が
、
水
鳥
問
屋
は
新
た
な
方
策
を
提
案
し
た
。

①
隠
れ
て
鳥
類
を
殺
生
す
る
者
や
無
印
の
鳥
類
を
取
り
扱
う
者

を
取
り
押
さ
え
、
役
所
へ
報
告
す
る
義
務
を
負
う
。
②
殺
生
人

共
が
歩
行
途
中
に
落
鳥
す
る
こ
と
も
多
分
に
あ
っ
た
よ
う
で
、

鳥
猟
を
す
る
に
は
不
都
合
で
あ
る
と
し
、
御
捉
飼
場
内
で
相
応

の
土
地
を
選
び
、
鳥
改
所
の
出
張
所
を
取
り
立
て
る
。
③
御
膳

御
用
の
鳥
類
は
江
戸
表
の
改
所
へ
差
し
送
り
、
余
り
は
出
張
所

の
羽
印
を
得
て
、
薬
用
に
し
た
り
売
り
捌
い
た
り
す
る
。
以
上

を
管
轄
役
所
へ
訴
え
た
こ
と
に
よ
り
、
水
鳥
問
屋
は
そ
の
権
限

を
認
め
ら
れ
、
幕
府
が
倒
さ
れ
る
ま
で
鷹
場
の
維
持
と
鳥
猟
の

管
理
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

↓産
業
篇

55－

390頁
、

産
業
篇

58－

381頁
、
産
業
篇

61－

906頁
。

江
戸
城
二
丸
炎
上

十
二
月
二
十
三
日
七
ツ
半
時
過
ぎ
、
ま
た
し
て
も
、
お
城
か

ら
火
の
手
が
の
ぼ
っ
た
。
焼
失
し
た
の
は
二
丸
御
殿
、
今
度
は

長
局
か
ら
の
出
火
で
あ
る
と
い
う
。
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）

に
本
丸
御
殿
と
と
も
に
焼
失
し
た
後
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

に
建
て
直
し
た
ば
か
り
。
僅
か
三
年
で
燃
え
て
し
ま
う
と
は
。

二
丸
御
殿
に
お
住
ま
い
の
天
璋
院
様
・
本
寿
院
様
・
實
成
院

様
は
、
一
旦
、
三
丸
に
避
難
さ
れ
た
後
、
吹
上
御
庭
の
瀧
見
茶

屋
へ
移
ら
れ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
静
寛
院
宮
様
（
和
宮
）
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
西
丸
仮
御
殿
に
入
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
大
奥
は

一
気
に
賑
や
か
に
な
る
。
皆
さ
ま
、
仲
良
く
お
暮
し
に
な
ら
れ

れ
ば
良
い
が
…
。

と
こ
ろ
で
、
な
ん
だ
か
最
近
、
妙
な
こ
と
を
耳
に
し
た
。
今

回
の
火
事
は
、
天
璋
院
様
御
附
女
中
が
犯
人
ら
し
い
。
先
の
長

州
藩
に
よ
る
一
件
で
、

�摩
藩
の
者
が
天
璋
院
様
の
身
を
案
じ

江
戸
城
か
ら
連
れ
出
そ
う
と
裏
で
糸
を
引
き
、
女
中
に
放
火
を

命
じ
た
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
の
噂
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
公
儀
の
城
が
燃
え
て
も

良
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
は
や
、
徳
川
の
世
も
末
で
あ
る
。

↓皇
城
篇
３

－

1432頁
。

16


